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せたがやホッと子どもサポート令和６年度活動報告会記録 

第１部 令和６年度の活動を振りかえって 

 

〇司会（寺西課長） 

 本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただい

まより「せたがやホッと子どもサポート令和６年度活動報告会」を開催いたし

ます。 

 私は、本日の報告会の司会を務めさせていただきます、世田谷区子ども・若者

部子ども・若者支援課長の寺西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本日の報告会は、２部構成となっております。第１部では子どもサポート委

員による令和６年度の活動報告を行いまして、１８時５０分までを予定してお

ります。そのあと１０分程度の休憩をはさみまして、第２部は「教えて、ひらえ

もん－せたホッとはいじめにどう向き合ってきたか－」というテーマで、代表

擁護委員の平尾委員がいじめについて講演します。また、相談・調査専門員を交

えて、いじめ予防授業や事例相談について検討してまいります。終了時間は２

０時を予定しております。 

 

 お席にてお配りした封筒には、本日の活動報告会のチラシ、緑色の冊子「せた

がやホッと子どもサポート活動報告書」、機関紙「せたホッとレター」の第２０、

２１号、アンケート、その他としてハガキ、パンフレットを用意しております。

不足がありましたら、受付にお申し付けください。 

なお、アンケートにつきましては、本日の活動報告会について、ご感想・ご意

見などをご記入いただきまして、お帰りの際に受付にお渡しください。 

 

また、広報用動画公開のため、本日の会場の様子を撮影させていただきます。

登壇者を撮影し、皆様のお顔は写らないようにいたしますが、映りこみたくな

い方がいらっしゃいましたら、お近くの職員へお声掛けをお願いいたします。

また、本日の様子は後日、動画で配信させていただきたいと考えております。質

疑応答の部分は、必要に応じて編集させていただきますので、予めご了承くだ

さい。 

それでは、第１部の活動報告に先立ちまして、世田谷区長、保坂区長より、ご

挨拶をお願いいたします。 
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〇保坂区長挨拶 

みなさん、こんばんは、世田谷区長の保坂展人です。 

せたホッとは、子どもがピンチになったときに相談できる、子どものオンブ

ズパーソン機関です。私は２０１１年に世田谷区長になりましたが、そのとき

の公約のひとつで、今年で１３年目になります。 

  日頃、委員や相談員のみなさんに一生懸命取り組んでもらっていますが、

先日、お聞きしたところによると、また相談件数が増えているということで

す。これは、せたホッとが子どもの役に立っていると喜ばしい反面、それだけ

子どもの悩みが多いのだなと思っています。 

  コロナの３年間を挟んで、大人の世界だけでなく、子どもの世界も大きく

変わっているのではないかと思います。その中で、今日は、ひらえもん言、代

表の平尾委員から、いじめ予防授業についてお話を伺えるということです。 

  また、大きな変化としては、今年度「世田谷区子ども条例」を改正し、「世

田谷区子どもの権利条例」を施行しました。「子どもの権利条約」が批准され

て久しいですが、１９９０年代の国会の法務委員会などでは、当初、この条約

は途上国の子どもを守るためのもので、日本の子どもたちは対象ではないと

言われていました。しかし、その後、「児童福祉法」「児童虐待防止法」の中に

も「子どもの権利」という５文字が入るようになり、さらには、国内法である

「こども基本法」も制定されました。 

  世田谷区におきましても、２０００年代初めに、「子ども条例」を制定しま

したが、当初は「子どもの権利」が理解されにくかったということもあり。何

回かの改正を経て、今回、「子どもの権利」と「子どもの意見表明権」を明記

しました。今回の改正に際には、子どもたちに起草委員会を立ち上げてもら

い協力してもらいました。 

  今日は、日頃、子どもの権利を守るために取り組んでもらっている、せたホ

ッとの事例発表を聞いて、今後の学校運営などに生かしていきたいと思いま

す。 

 

〇司会（寺西課長） 

保坂区長ありがとうございました。続きまして、世田谷区教育長、知久教育長

より、ご挨拶をお願いいたします。 

 

〇知久教育長挨拶 

 皆さん、こんばんは。教育長の知久と申します。 

 せたホッとは、世田谷区の区長部局と教育委員会が共同して設置しておりま

す。全国で５０ほどの自治体において、このような子どもの権利擁護機関があ

ると聞いておりますが、世田谷区のような例は珍しく、世田谷区の特徴かと思

います。 
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 せたホッとは今年で１３年目になるとのことですが、当初、せたホッとから

学校現場にご連絡をいただくと、学校関係者は「何事か」と身構えたと聞いてお

ります。しかし、権利擁護委員の方々の粘り強い活動の成果で、今は良好な関係

が築けており、改めて御礼申し上げます。 

 さて、世田谷区では、昨年度「教育振興基本計画」を策定し、「子どもを主体

とする教育への転換」に取り組んでいます。また、区長の話にもありましたが、

今年４月、「子ども権利条例」が施行され、学校には子どもの主体性を尊重し、

その権利を保障する責務が課されました。引き続き、子どもたちに配慮した学

びの環境を提供していきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇司会（寺西課長） 

 知久教育長ありがとうございました。これより第１部せたがやホッと子ども

サポート令和６年度活動報告会に移りたいと思います。 

 最初に、子どもサポート委員のご紹介をさせていただききます。第二東京弁

護士会所属、平尾潔（ひらお きよし）代表擁護委員です。工学院大学教授、安

部芳絵（あべ よしえ）委員です。東洋大学福祉社会デザイン学部講師、上田美

香（うえだ みか）委員の３名でございます。 

 それでは活動報告をお願いします。  

 

〇平尾代表委員挨拶 

 代表擁護委員の平尾です。只今より第１部活動報告をさせていただきます。

令和６年度は、相談件数、活動回数、関係機関との連携など、すべてが高水準で

推移しています。一方、課題も見えてきています。本日は、具体的な活動内容、

ケースの報告をさせていただきたいと思います。 

 

１．活動状況報告 

〇安部委員 

  令和６年度の活動状況を報告します。本日の流れはスライドの通りです。 

（１）相談活動の状況 

 ・まず、相談件数が多いということです。新規相談件数は３６２件、これに

昨年、一昨年からの継続件数を合わせると、４４１件になります。 

 ・また、総活動回数は３，２４２回で過去最多です。名古屋市と比べると相 

  談件数が同じくらいなのに組織規模が小さく大変です。 

 ・相談内容で一番多いのは、対人関係の悩みで、次に多いのがいじめです。

これについては第２部で取り上げます。 

 ・初回の相談者は、子どもが多いのが世田谷区の特徴です。他の自治体と比 

  べても多いと言えます。 
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 ・大人の相談は電話が多いですが、子どもの相談ははがきが多く、電話、メ 

ールと続きます。 

 ・相談対象は、小学生７割、中学生２割、高校生１割です。はがきの効果で 

  小学生からの相談が多くなっています。 

  ・相談者とのやり取りは、子ども、関係機関とのやり取りが増えています。 

 ・初回の相談者が子どもの場合の相談内容は、対人関係の悩み、いじめ、話 

  し相手の順となっています。話し相手というのは、出張相談に来てくれ 

た子どもたちをここに分類しています。 

 ・ここ数年の傾向ですが、ジェンダー、男の子からのアクセスが少ないのが 

  問題です。 

  ・総活動回数３，２４２回は、誰に向けて活動しているかというと、圧倒的 

   に子どもが多いです。せたホッとは子どものための相談機関であるとい 

うことが言えます。 

 ・月別相談件数の推移ですが、パンフ、ニュースレター、はがきを子どもに 

  送った直後は一気に相談件数が増えます。昨年は１１月に新規の相談が 

１００件もあり大変でした。 

 

（２）権利の侵害を取り除くための申し立て等 

 ・令和６年度は、世田谷区子ども条例第１９条に基づく、権利侵害を取り除 

  くための申し立てはありませんでした。  

  

（３）相談方法と内容の分析 

 ・課題としては、ジェンダー、中高生世代へのアウトリーチ、総活動回数の 

  増加と子どもの気持ちといった点が挙げられます。 

 ・相談方法の内容と分析ですが、はがきによる相談は、小学生が多く、中高 

  生が少ないです。中高生世代にフィットする相談方法の開発が課題です。 

また、未就学児からの相談をどうするかも課題です。上田委員が保育関係 

の専門ですので、今後一緒に取り組んでいきたいと考えています。 

 ・中高生の相談が少ないので、新たな取り組みとして出張相談を行いました。 

小学校で３回やったのですが、初回は誰も来てくれませんでした。そこで、 

せたホッとを知っているか、知っているならどんなところがいいかについ 

て、子どもたちに聞いて、シールを貼ってもらうという工夫をしたところ、 

相談件数が増えました。今後、中学校、高校、幼稚園、保育園、こども園 

などに広げていきたいと思います。 

 ・総活動回数の増加に伴い、関係機関が関わる回数が増えています。すると、 

子どもの気持ちが置き去りにされがちになります。どういうことかという 

と、問題を解決しようと周囲の大人、関係機関があわてて動きすぎるあま 

り、子どもが置いてけぼりになりがちということです。 
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せたホッとでは、必ず子どもの意見・気持ちを聴いて、子どもと一緒に考 

ることを大切にしています。その場合、非言語のメッセージを含めて、子 

どもの気持ちをくみとることが大切だと考えています。子どもの意見とは、 

Opinion だけでなく Views も含めたものなのです。 

 ・ここに挙げた課題を解決するのは難しいですが、今後は男の子の意見を聴 

いてみようと思います。また、中高生世代へのアウトリーチとして出張相 

談を考えています。 

 

    以上で、活動状況の報告を終わります。続いて、上田委員から事例報告 

  があります。 

 

２．事例紹介 

〇上田委員 

 続きまして、上田の方から事例報告をさせていただきます。緑の冊子令和６

年度活動報告書の２６ページから３５ページの事例から抜粋して説明させてい

ただきます。はじめに、これから紹介する事例は、プライバシー保護のため、複

数の事例から構成するとともに、内容等も一部変更しております。 

 報告の流れですが、本日は３つの事例を取り上げます。一つ目は、学校・教職

員等の対応に関する中学生からの電話相談です。二つ目は、いじめに関する小

学生からのはがきによる相談です。三つめは、対人関係に関する中学生からの

電話相談です。 

 

【事例１】 

 一つ目の事例です。私立中学校における、部活動の行き過ぎた指導と活動量

の多さに関するものです。 

 最初、母親から電話があったのですが、本人が自分で話したいと言うので、話

を聴くことができました。 

 部活の顧問の先生は、「都大会に行きたいんだろ」「勝ちたいんだろ」が口癖の

熱血的な指導で、怒鳴ったり、襟をつかんで詰め寄ってきたりするとのことで

した。 

 

 せたホッとからは、詳しく話を聴くために、本人と母親の来所を提案したと

ころ、後日せたホッとに来ていただき、本人と母親から別々に話を聴きました。 

 本人からは、顧問の先生が怒鳴ったり、馬鹿にしてくることもあり、部員の一

人は辞めたいと言っていること、本人は部長をしており、その責任感から様々

な部員の話を聴いていること、夏場の練習では、顧問は「暑さ指数を測ってい

る」と言っていたが、吐きそうな部員がトイレに行くと、「さぼりたかったから

トイレに行ったんだろう」という発言があり、配慮がなされていないという内
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容でした。 

 母親からは、活動が週６日あり、いつもへとへとになって帰宅すること、休み

の日は、部活の忙しさのためできていなかったことをやらねばならず、実質的

に休みがないことを心配する声が聞かれました。 

 

 せたホッとからは、本人のいままでのがんばり、部長としての責任感をねぎ

らうとともに、部活動が部員にとって成長につながるようにしたいと伝え、そ

のために学校に相談したいと提案したところ、本人からも希望があり、せたホ

ッとが学校と相談することになりました。 

 

 せたホッとからは、子どもサポート委員と相談・調査専門員が学校を訪問し、

管理職の先生に話をしました。顧問の指導につらい思いをしている生徒がいる

こと、部活動ガイドラインに則った活動が望ましいことを伝えました。 

 管理職の先生からは、部活動での指導は顧問に任せていた部分があったこと、

活動日が多くなった場合には、入れ替えで休みを入れるよう指導しているが、

改めて顧問から聞き取りや確認を行うこと、ガイドラインに沿った活動を相談

していきたいとの話がありました。 

 その後も、本人から部活の様子を聴き、学校との話し合いを継続しています。 

 

【事例２】 

 二つ目の事例です。小学生からのはがきで始まって、学校経由で返信し、出張

相談会や訪問面接につながった相談です。 

 はがきには、「Ａ君にいじめられている。そのためときどき学校を休んでしま

うが、そのときはＢさんがいじめられているようだ」と書いてありました。 

 

 せたホッとからは、本人の希望にしたがって、学校に手紙を送りました。いじ

められて、学校を休むくらいつらい思いをしていると感じた。とても心配なの

で、会って話がしたい」という内容です。 

 

 この事例のように、本人から学校あてに返事がほしいとの希望があった場合

は、事前に学校に電話し、封を開けずに本人に手紙を渡してほしいこと、周りの

子に気づかれないよう配慮して渡してほしいことを依頼しました。 

 今回は、副校長先生が対応してくれました。副校長先生からは「気になってい

る子なので、相談内容を教えてもらえないだろうか」との話がありました。 

 せたホッとからは、現段階で本人が学校に相談内容を伝えることを希望して

いないので伝えることができないこと、協力をお願いしたいときは、改めて連

絡することを副校長先生に伝えました。 

 その後、本人から返事がなく、どうしたものかと思案していたのですが、たま
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たま本人が通う学校でせたホッとが出張相談会を開催することになりました。

ただ、急に実施すると本人がびっくりするかもしれないので、本人には手紙を

送りました。「ほかの小学校でも出張相談会をやっていて、この小学校でもやる

ことになりました。せたホッとと会って話ができるので、よければ来てくださ

いね」と書きました。 

 昼休みと放課後に出張相談会を開いたところ、本人も来てくれました。来て

くれたことへの感謝を伝えながら、本人と話をすることができました。 

本人の希望に沿って、学校への対応をお願いするなど調整を継続しています。 

 

【事例３】 

 三つ目の事例です。対人関係の悩みに関する、中学生からの電話相談です。 

 中学進学後、勉強量や新しい友だちとの関係に馴染めず、学校を欠席しがち

という内容でした。 

 電話をくれた日も、体調が悪く休んだとのことで、新しい環境で新しい友だ

ちを作ろうと努力しているが、話についていけないこと、得意な教科はあるの

にやる気が起きないこと、興味のある部活がなく帰宅部を選んだこと、何もか

もが嫌になる気持ちが強く、ネットのつながりを全部切ってしまったという内

容でした。 

 

 せたホッとからは、本人のこれまでの努力をねぎらい、エネルギーが落ちて

しまうのは当然であることを伝えました。 

 本人としては、学校は居心地のいい場所でなくなり、登校が負担になってい

ること、就寝時間が遅くなり、生活のリズムの乱れから体調を崩している自覚

があり苦しいこと、この状態が続けば、不登校や引きこもりになり、勉強の遅れ

や将来の不安が大きくなっているようでした。 

 

 そこで、せたホッとからは、本人の好きなこと、得意なこと、将来描いている

夢について、話を聞かせてもらいました。 

 本人からは、将来の夢を描くことは、「生きがい」につながることに気づいた

こと、いろいろ話せて安心したこと、でも、目の前の問題が解消したわけではな

いので、電話を切った後が不安であることも伝えてくれました。 

 これに対してせたホッとからは、不安になったときは、いつでも電話をかけ

てきてほしいこと、本人が大丈夫と思えるまで寄り添っていくいことを伝えま

した。また、心が疲れたときの、学校以外の居場所として、図書館、児童館、若

者の居場所があることを、本人と一緒に確認しました、 

 

 後日、本人から連絡がありました。親と話ができて、登校は本人のペースで良

いと理解してもらえたこと、塾や習い事へ行くなど、以前の日常が戻りつつあ
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るということでした。 

 

【考察１】 

 続いて考察です。紹介した事例を中心に、令和６年度のサポート委員や相談・

調査専門員が考察したものを再構成しました。せたホッとの役割は三つありま

す。 

 世田谷区では、「部活動の方針」「いじめ防止基本方針」「不登校支援ガイドラ

イン」「ＩＣＴ活用方針」など様々な方針が用意されています。 

 しかし、子どもたちからの相談では、これらの方針と実際の活動の違いから、

ついていけない、教員や学校に自分の希望を言えないという声が寄せられてい

ます。 

 相談者の子どもたちと方針やガイドラインを共有し、子どもたちの声を聴き

ながら学校等との話し合いを進める、これがせたホッとの大事な役割のひとつ

と考えています。 

 

【考察２】 

 子どもが安心して相談できるよう、令和６年度は小学校で計３回出張相談会

を開催しました。こんなことを相談していいの、どんな人が話しを聴いてくれ

るのなど、子どもたちが相談をためらう声を聞きました。 

 これに対して、より近くにせたホッとがいること、安心して相談ができる関

係作りが必要と考えます。今後は、中高生世代へのアウトリーチとして、中学

校、高校、児童館、青少年交流センターなどへの出張相談を検討していきたいと

考えています。 

 

【考察３】 

 初回相談については、勇気を持って相談してくれたことへの感謝を伝えつつ、

どのように子どもひとりひとりの心に寄り添っていけるかを考えます。３点目

は、そんな相談・調査専門員による考察です。 

 はがきやメール相談では、なるべく言葉のキャッチボールが続くように、分

かりやすい言葉になっているか、文章が長すぎないかなどを、複数の相談・調査

専門員で検討し、返信しています。 

 電話相談では、寂しいという子どもに対しては、せたホッとから電話するこ

とを提案します。すると、とても感謝され、会って話をすることにつながりまし

た。 

 訪問面接、来所面接において、リラックスしてもらうことが必要と感じた場

合には、公園を散歩しながら相談を受けることや、学校の休み時間に定期的に

会いに行くこともあります。 

いじめの問題で来所する子どもは、心身ともに疲弊しているため、面接の後、 
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一緒に卓球やオセロ等で遊んで、つらい気持ちを解放してから帰宅してもら 

うこともあります。先ほども出ましたが、言葉や行動だけでなく、そこに繋が

る体験や感情に思いを馳せることが大切だと考えます。 

 

私からの報告は以上です。紹介できなかった事例につきましては、活動報 

 告書をご参照ください。引き続き第２部もよろしくお願いします。 

 

３．質疑応答 

〇司会（寺西課長） 

サポート委員の皆様ありがとうございました。それでは、ここで質疑応答の

時間を取りたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いします。 

〇安部委員 

と、言われてもなかなか出ないと思いますので、前後左右、お近くの方と感想

を共有していただければと思います。 

 

では、よろしければ、質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 なければ、歴代の委員の方々から感想をいただきたいと思います。太田先生

いかがでしょう。 

〇太田元委員 

 安部先生の報告の中で、「子どもが置き去りになる」というお話がありました

が、この点について、もう少し詳しくご説明いただけますでしょうか。 

〇安部委員 

 ありがとうございます。子どもが置き去りにされがちということですが、大

人は経験豊富ですし、子どもを心配するあまり、解決に向けて先回りして動い

てしまことが多いです。例えば、いじめの場合においても、親がヒートアップ 

し、相手の親に対して子どもに謝らせようと主張するが、子ども自身はという

と、また以前のようにその子と遊びたいと思っている場合があります。なので、

とにかく子どもがどうしたいのか、子どもの気持ちを最優先すべきという意味

です。 

 

では、半田先生いかがでしょうか。 

〇半田元委員 

 せたホッとで１０年間サポート委員を務めさせていただいた、半田でござい

ます。安部委員の報告の中で、せたホッとでは、子どもからの相談がとても多い

とのお話がありました。それははがきによるものが多いと思いますが、はがき

から始まり、実際の面接につながったなど、特徴的なケースがございましたら

ご紹介ください。 
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〇安部委員 

 子どもから届くはがきには、名前や住所、学校が書かれていないものもあり

ます。その場合も、せたホッとではその子どもにアプローチするのを諦めませ

ん。はがきの消印から、どの地域から、いつ頃投函されたのかを推測します。そ

して、その地域の学校に追加のはがきを置かせていただき、その子どもから再

度はがきが送られてくるのを待ちます。学校側も快く応じていただいています。 

 

 他の自治体のオンブズマンの方、いかがでしょうか。 

〇武蔵野市オンブズマン 

 せたホッとでは、子どもたちからの相談が多いというお話がありました。そ

れも、せたホッとは子どもの権利擁護機関としては老舗であるのに、出張相談

など新しい試みを積極的にやられていることの成果だと思いました。その熱さ

に感銘を受けました。 

 

〇司会（寺西課長） 

 ありがとうございました。以上で質疑応答を終わります。 

では、これで第１部を終了いたします、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


